
Q&A解説

　2016年1月からマイナンバー制度が始まった。とは
いえ，一部報道では，中堅中小企業の多くがマイナン
バー未対応である由。前広にマイナンバー準備をされ
ていた各企業であっても，この時点でマイナンバー対
応は？と問われれば，自信を持って「万全の備えが完
成した」と回答できる企業はないはずだ。いまだ手探
りで対応に苦労しているのが実情だと思う。
　本稿では，マイナンバー対応の注意事項を30項目別
に取りまとめている。特に，新しくマイナンバー対応
を求められる行政宛て手続きの実務について，各行政
の情報を項目に沿い横断的に参照しながら，マイナン
バーの実務対応を解説している。ただしあくまでもこ
の時点での行政からの発信に基づくものである。また
併せて今後の展望も論じてみた。「Q＆A解説」方式で
まとめることで，各企業の現状に応じた実務対応の一
助となれば幸いである。

注：本稿はマイナンバー関連の各行政の公式ホームページからの情報
発信，Q＆Aを適宜参照している。文中では，紙面の都合上，また読み
やすさも考え，各行政の発信を抜粋して参照しているが，ご興味のあ
る方々はぜひ各行政のホームページにアクセスしていただき，抜粋し
たQ＆Aの全文もご確認いただきたい。

①文中（　）の“内”は内閣官房，“税”は国税庁，“厚労”は厚生労働
省，“総”は総務省，“委員”は個人情報保護委員会の略である。

②この略の前の年月日は，行政がその情報を発信した日付を示す。
③この略の後に続く，「1─2」のような数字の羅列は，Q＆Aの質疑応答
番号を示している。

④行政からの情報の抜粋個所に傍点を付している部分もあるが，傍点
は筆者が加筆したものである。

■できる限り万全を期すために 目次
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マイナンバー要注意30事項
最新の行政指針を踏まえた対応実務の問答集

総　論
Q1．そもそもマイナンバーとは何なのか？
Q2．なぜ民間企業がマイナンバー対応に取り組まなければならないのか？
Q3．昨年出席したセミナーでは，大変な準備が必要だと言われたが？
Q4．会社はマイナンバーについて，どのように取り組んだらよいのか？
Q5．今後のマイナンバー制度はどうなるのか？

社内管理体制
Q6．会社のマイナンバーの取扱いに関する罰則は何か？
Q7．特定個人情報保護委員会とは何か？
Q8．リスク回避のため会社の採るべき措置は何か？
Q9．マイナンバーの取扱いについての会社の基本方針を策定したいのだが？

マイナンバーの取得
Q10．会社は社員と扶養家族のマイナンバーを取得しなければなら

ないのか？
Q11．マイナンバーの取得に際して注意すべき点は何か？
Q12．社員がマイナンバーの提供を拒んだ場合はどうすればよいのか？
Q13．マイナンバーの利用目的の明示はどのようにすればよいのか？
Q14．社員以外のマイナンバーを取得するのはどんな場合か？
Q15．マイナンバーを取得する際に本人確認が必要と聞いているが？
Q16．身元確認書類が省略されることがあるらしいが？
Q17．出向や転籍社員のマイナンバーの取扱いは？
Q18．海外駐在する社員のマイナンバーの取扱いはどうなるのか？
Q19．マイナンバーで閲覧という行為はどのようなものか？

マイナンバー利用の手続き
Q20．源泉徴収票の作成はどのように進めるのか？
Q21．源泉徴収票作成の際のマイナンバー取扱上の注意点は何か？
Q22．国民年金第3号被保険者届出，健康保険の被扶養者（異動）届

の留意事項は？
Q23．雇用保険の資格取得時のハローワークでマイナンバー記載が

要らなかったが？
Q24．雇用保険の給付関係はマイナンバー記載の届出をしなければ

ならないのか？

その他の留意事項
Q25．マイナンバーの取扱いをアウトソースすることはできるか？
Q26．委託先が別の会社に再委託する場合の会社としての注意点は何か？
Q27．再委託先（Q26のB社）がクラウドサービスを行う場合の注意点は？
Q28．委託先あるいは再委託先が外国企業の場合はどうなるのか？
Q29．リスクの高いマイナンバー関連の書類の保管は業者に任せた

いのだが？
Q30．リスクの高いマイナンバー記載の書類は速やかに廃棄したいのだが？
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